
第二次小平市教育振興基本計画検討委員会設置要綱  

令和３年６月２３日  制定  

（設置）  

第１条  （仮称）第二次小平市教育振興基本計画（以下「計画」という。）の策定につい

て検討を行うため、第二次小平市教育振興基本計画検討委員会（以下「委員会」とい

う。）を設置する。  

（検討事項）  

第２条  委員会は、次に掲げる事項を検討する。  

(1) 計画の策定に関すること。  

(2) その他計画の策定に必要な事項に関すること。  

（構成）  

第３条  委員会は、小平市教育委員会教育長が依頼する次に掲げる委員１２人以内をもっ

て構成する。  

(1) 教育に関する識見を有する者  ２人  

(2) 小平市立学校長の代表者  ２人  

(3) 小平市社会教育委員の代表者  １人  

(4) 小平市青少年対策地区委員会の代表者  １人  

(5) 小平市立中学校ＰＴＡ連合会の代表者  １人  

(6) 公募による市民  ５人以内  

（委員長及び副委員長）  

第４条  委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。  

２  委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。  

３  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。  

（招集）  

第５条  委員会は、委員長が招集する。  

（会議の公開）  

第６条  委員会の会議（以下この条において「会議」という。）は、公開する。ただし、
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会議を公開することにより、公平かつ円滑な会議の運営が著しく阻害されるおそれがあ

るときは、委員会の議により非公開とすることができる。  

２  会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他会議の公開に関し必要な事項は、別に定

める。  

（意見の聴取）  

第７条  委員会は、必要に応じて検討事項に関係がある者の出席を求め、意見を聴くこと

ができる。  

（設置期間）  

第８条  委員会の設置期間は、設置の日から令和５年３月３１日までとする。  

（庶務）  

第９条  委員会の庶務は、教育部教育総務課において処理する。  

（その他）  

第１０条  この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別

に定める。  

（施行期日等）  

１  この要綱は、令和３年７月１日から施行する。  

２  この要綱は、令和５年３月３１日限り、その効力を失う。  


